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令和８年度静岡県社会福祉協議会 
こどもの居場所応援基金事業費助成金 

Q＆A 
 
＜対象・回数について＞ 
１ Q 「こどもの居場所」は、どこかに登録している必要がありますか。 

A 県社会福祉協議会ホームページ「こどもの居場所一覧の
新規追加・内容変更・廃止について」から連絡票をダウンロ
ードし、記載要領を参考に登録をお願いします。左記 QR コ
ードからも確認できます。 
 こどもの居場所登録の問い合わせ先は下記にお願いしま
す。 

県社会福祉協議会地域福祉課 054-254-5224 
 
２ Q こどもだけではなく、大人も参加対象としている活動でもいいですか。 

A こどもの孤立の解消、人や社会と関わる力の育成、こどもの貧困対策など、こ
どもの居場所づくりの目的に合致する活動内容であれば、大人が一緒に参加して
いる場合も対象となります。 

 ただし、乳幼児を対象とした親御さん向けの活動内容は対象外です。 
 
３ Q 放課後児童クラブ（学童保育）や放課後等デイサービスは対象となりますか。 

A 主として自己資金により運営されている活動が対象であり、利用者負担金（利
用料）のほか、国庫等の公費により運営される放課後児童クラブ等は対象となり
ません。 

 
４ Q 有志の母親等から成るグループが、幼児を預かり、読み聞かせ等を行う活動は

対象となりますか。 
A 広く地域のこどもを対象とした活動であれば対象となります。 

 
５ Q 土日にこどもを預かり遊び場を提供する活動で、利用料を１回当たり3,000円

としている場合は対象となりますか。 
A 無料又は低額な料金で地域のこどもを対象に行う活動が対象です。「低額」の明
確な基準はありませんが、こども食堂における材料費等の実費程度である300円
～500円を想定しています。１回当たり3,000円の利用料は他の活動と比較して
も「低額」とは言い難く、対象とならないと考えます。 
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６ Q 市町や県、国等の補助や委託を受けている活動でも対象となりますか。 
A 国や自治体、民間団体等の「補助」を受けている活動であっても対象となりま

す。自治体等の「委託」により実施している活動は対象となりませんので注意し
てください。 

 
７ Q 「静岡県こども食堂物価高騰対策支援金」の交付を受けていますが、申請でき

ますか。 
  A 申請できます。 
 
＜申請団体について＞ 
８ Q １つの団体が複数のこども食堂を運営している場合、複数の申請ができますか。 

A こども食堂１か所につき１件の申請となりますので、複数の申請ができます。 
 
９ Q 団体又は個人がこれから活動を開始する場合も、対象となりますか。また、活

動を開始することは決定していても、まだ活動内容の詳細が定まっていない場合
でも申請できますか。 

A これまで活動実績がない場合でも、年間６回以上の実施計画がある場合は対象
となります。交付申請時に提出いただく事業計画書等に、活動内容等についての
記載をお願いします。 

 
10 Q 一昨年度・昨年度に「こどもの居場所応援基金事業費助成金」申請をしました

が、今年度も申請できますか。 
A 交付決定件数を御確認ください。同一の団体又は個人は、交付決定件数の上限
は、こどもの居場所の関係に係る助成で５回、夏休み期間中に食事の提供をする
こどもの居場所の関係に係る助成で５回です。 

また、こどもの居場所がない小学校区における居場所の立上げについては、同
一の団体又は個人による一小学校区における申請は１回までです。 

 
＜助成対象経費・助成金額について＞ 
11 Q 助成の対象となるのは、どのような経費ですか。 

A 食料費、消耗品費、備品購入費、光熱水費、使用料、賃借料等が助成対象経費
となります。スタッフの人件費と交通費は対象外です。 

  ただし、こどもの居場所がない小学校区における居場所の立上げについては、
スタッフの交通費、工事請負費等その他静岡県社会福祉協議会の会⾧が必要と
認める経費も含みます。 
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12 Q 助成金額はいくらになりますか。 
A 助成対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を差し引いた額で、10 万

円が上限額（千円未満は切り捨てとし、助成額は千円単位）となります。ただ
し、上限額は、申請団体数に応じて減額する場合があります。 

 夏休み期間中（7/20～8/31）に食事を提供するこどもの居場所を開催する場合
も同様です。 

  また、こどもの居場所がない小学校区における居場所の立上げについては、20
万円が上限額となります。 

 
＜助成金交付手続について＞ 
13 Q 助成金の交付を受けるために必要な手続きと今後のスケジュールを教えてく

ださい。 
A 必要な手続きは、次の①～④になります。県社協に提出してください。 
① 募集要項・申請書類を県社協ホームページからダウンロード、又は県社協に

請求してください。 
② 募集要項を必ず確認の上、交付申請書等を提出してください。 
 ※書類を審査し、要件に適合している場合は交付決定通知書を発出します。 
③ 交付決定通知書を受け取ったら、概算払申請書を提出してください。 
 ※請求書に基づいて、助成金の支払いを行います。 
④ 事業終了後、実績報告書等を提出してください。 
 ※書類を審査し、交付確定通知書を発出します。 
 ※交付決定額が概算払金額より少ない場合、差額の返金依頼手続きを行います。  

 
14 Q 助成事業者の採択予定件数を教えてください。 

A 採択予定件数は特にありません。ただし、多数の申請があり、１団体当たりの
助成上限額が低くなりすぎる見込となったときは、申請期限前であっても受付終
了とする場合があります。 

 
15 Q 事業開始後、交付申請時に積算した額を超える経費を要する見込みが生じた場

合は、助成金額は増額されますか。 
A 予算の範囲内で承認します。申請手続きが必要になりますので、速やかに変更

承認申請書等を県社協に提出いただくことになります。 
 
16 Q 事業計画を変更する場合は、どのような手続きが必要ですか。 

A 申請手続きが必要になりますので、速やかに変更承認申請書等を県社協に提出
いただくことになります。 
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17 Q 変更承認申請書等の提出が必要になる場合は、どのようなときですか。 
A 事業内容を変更する場合、交付申請額の増額を請求する場合は、変更承認申請

が必要です。 
 
18 Q 助成対象期間は令和９年３月 31 日を超えてもいいですか。 

A 助成対象期間は令和９年３月 31 日となります。この日までに、助成対象経費
の支払いを終えてください。 

  ただし、こどもの居場所がない小学校区における居場所の立上げについては、
初回開催日から１年間が対象になります。 

 
19 Q 計画の遂行自体が困難となった場合はどうすればいいですか。 

A 速やかに県社協にご報告いただき、必要な指示を受けてください。 
 

20 Q 助成決定額が助成確定額より金額が多い場合、差額はどうしますか。 
A 差額は県社協へ返金となります。 

返金の扱いについては銀行振込のみとし、手数料は活動団体の負担となります。 
 

21 Q 実績報告書を期日までに提出できない場合、どのようになりますか。 
A 助成金を全額返金いただくことになります。 

返金の扱いについては銀行振込のみとし、手数料は活動団体の負担となります。 
 
22  Q 振込先の通帳コピーはどのようにとればよいですか。 
   A 別紙１振込金融機関預金通帳①通帳の表紙 ②表紙の次のページ 

それぞれの写し（A4 用紙に貼付）をお願いします。 
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別紙１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

静岡県社会福祉協議会こどもの居場所応援基金事業費 

通帳写について 

③ゆうちょ銀行のみ下記記載のあるページも貼付けください 
 
（例）【店名】〇一二（読み ゼロイチニ） 【店番】０１２ 
 【預金種目】普通預金  【口座番号】０１２３４５６７ 
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＜消費税仕入控除税額について＞ 
23 Q 消費税仕入控除税額とは何ですか。 

A 消費税は、課税事業者が課税対象となる取引を行った場合に納税義務が生じま
すが、生産及び流通の各段階で重ねて課税されないように、確定申告において、
課税売上に対する消費税から課税仕入れに係る消費税を控除する仕組み（「仕入
税額控除」という。）が採られています。 

一方、助成事業者として交付した助成金については、助成事業者の収入として
消費税法上不課税（課税対象外取引）に該当します。 

助成事業者が、助成金の交付を受けて助成事業を実施するに当たり、課税仕入
れを行い、確定申告の際に仕入税額控除した場合、当該助成事業者は仕入れに係
る消費税額を実質的に負担していないことになります。 

このため、県社協では助成金の交付に当たり、消費税仕入控除税額の報告を求
めることとし、必要に応じて助成金額を減額することとしています。 

 
 

24 Q 消費税仕入控除税額についての具体的な手続はどうすればよいですか。また、
消費税仕入控除税額があるかどうかの判断方法を教えてください。 

A 交付申請時に、助成金に係る消費税仕入控除税額等（消費税仕入控除税額と当
該金額に地方税法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に助成
金所要額を助成対象経費で除して得た率を乗じて得た金額)が明らかな場合には、
交付申請書にその額を記載し、これを助成金所要額から減額して申請してくださ
い。 

また、実績報告時に助成金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合
は、その金額を助成金額から減額して報告してください。 

さらに、実績報告書を提出した後において、確定申告により助成金に係る消費
税仕入控除税額等が確定した場合（消費税仕入控除税額等が０円の場合を含みま
す。）には、その金額を消費税仕入控除税額等報告書（様式第８号）により報告す
る必要があります。なお、報告された仕入控除税額（返還額）については、後日、
県社協から請求書を発行しますので、金融機関の窓口で納付してください。 

消費税仕入控除税額があるかどうかの判定方法は、別紙２フローチャートを参
照してください。 
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別紙２ 

 

消費税仕入控除税額の判定について 

 

 

 

 

 
 

特定収入割合が５％を超える 

公益法人等である 

簡易課税方式で申告している 

消費税の確定申告義務がある 仕入控除税額 ０円 

仕入控除税額 あり※ 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

仕入控除税額 ０円 

仕入控除税額 ０円 

仕入控除税額 ０円 
個別対応方式で、対象経費に係る消費税 

及び地方消費税を非課税売上のみに 
要するものとして申告している 

※返還額が０円の場合でも、報告は必要です。 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 


